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電子契約の実行監視を目的とするワークフローの変換
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あらまし 現在，ワークフローの利用により企業間電子商取引に伴う業務の自動化が進められている．通常，これら

の業務は契約に従って行われるが，ワークフローの実行によりすべての契約規則を遵守できるとは限らない．また，

例外が発生した場合は人間の判断により問題解決を行う必要があるため，例外と契約規則の関係を明確にする必要が

ある．そこで，電子契約を参照することにより問題解決の支援を行うWorkflow-Contract-Solution(WCS)モデルが提案

されている．本稿では，WCSモデルに基づき，電子契約に記述された条件判断などに従ってワークフローを変換し，

その結果を契約の実行監視に用いる手法について考察する．
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Abstract Recently, workflows are widely introduced to automate inter-organizational business processes. These business

processes are usually executed under certain contracts between the companies. However, a workflow does not necessarily

fulfill a contract. When some exceptions occur, the exceptions should be resolved by participants’ decisions observing the

contract. Thus, it is required to specify the relation between the exception and the contract. Then, Workflow-Contract Solution

model (WCS model) was proposed. The WCS model supports implementing solutions to exceptions by making reference to

e-contracts. In this paper, we propose some methods to transform workflow schema and to monitor contracts with the results

of workflow schema transformation based on the WCS model.
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1. は じ め に

現在，企業間電子商取引に伴う業務の連携と効率化のため

にワークフローが広く利用されている．また，ウェブサービス

として様々な業務を連携させる手段が整備されている．具体的

には ebXML [2] の Common Business Processesや RosettaNet [8]

の PIP（Partner Interface Processes）といった標準化案に従った

ビジネスプロセスを用いることが考えられる．

これらの電子商取引業務は，通常はあらかじめ締結された契

約に基づいて実行される．業務の実行時にワークフローで処理

できないような例外が発生した場合，当事者が契約に記述され

た規則を参照し，契約を遵守した問題解決を行わなければなら

ない．しかし，人間の判断が必要となる例外処理を扱うための

有効な枠組みは，これらの既存の標準化案において提供されて

いない．そこで，文章による契約を構造化された電子契約に変

換し，その電子契約の参照により当事者間の議論や判断を支援

することが必要になる．

このような例外処理を伴う電子契約の実行支援を行うために，

WCS(Workflow-Contract-Solution)モデル [3] が提案されている．

WCSモデルを用いることで契約を簡潔に表現することが可能

になる．また，契約の参照により例外発生時の当事者間の議論

を支援し，問題解決を行う機能のプロトタイプが実現されてい

る [4]．さらに，WCSモデルを用いて過去に起こった契約事例

を蓄積し，それらを問題解決に用いるために事例の検索を行う



手法が提案されている [5]．この他にも電子契約のモデル化手法

について議論が行われているが [1] [6]，これらのモデルでは例

外発生時の問題解決については検討されていない．

一方，国際的な商取引の現場において，CISG（国際物品売買

契約に関する国連条約）[12]に基づいて仲裁機関による調停を

必要とするような紛争事例が多数報告されている [11]．そのた

め，企業間電子商取引が広く普及していく上で，紛争の原因と

なる契約違反に対処する，すなわち自動化されたワークフロー

の実行時に契約の実行状態を監視して違反が発生した場合に早

期に解決策を当事者間で検討するための枠組みを定めることは，

非常に重要である．

企業間ワークフローの実行において，電子契約が正しく実行

されているかを監視するモニタ機能は重要である．電子契約の

実行監視として，契約に定められた義務等が実行されているか

を監視する必要がある．それに加え，実行が将来困難になる状

況を早期に警告することも必要である．契約違反の発生の可能

性を事前に警告することができれば，当事者は事前に対応策の

検討を行うことが可能になる．本稿ではワークフロースキーマ

を電子契約の実行監視が可能となるように変換する手法につい

て考察する．

以下，本稿では，2.章で WCSモデルの概要を説明する．3.

章で契約実行監視に必要なワークフローの満たすべき条件を説

明し，それを元に 4.章で契約実行監視を可能にするような形に

ワークフローを変換する手法について述べる．5.章で電子契約

のモデル化と実行監視に関連する研究について述べ，6.章で本

研究のまとめと今後の課題について述べる．

2. WCSモデル

WCSモデルは，電子契約，ワークフロー，および電子契約に

基づいたワークフロー実行上の問題解決の三者の統合管理を行

うためのモデルであり，電子契約の実行支援を目的としている．

具体的には，契約に伴う業務を記述するワークフロープロセ

ス，契約規則を記述する契約プロセス，問題解決の手続きを

与える問題解決プロセスの３つのプロセスと，それらの要素

間の関係を記述する意味的リンクにより構成され，それぞれ

UML [10] のアクティビティ図により表現される．また，WCS

モデルのスキーマとインスタンスが定義されている [5]．

以下，3種類のプロセスとそれらの関係について説明する．

2. 1 ワークフロープロセス

ワークフロープロセスは，契約を実行するための組織内及び

組織間での作業手順を表現する．通常，ここで定められた順序

に従って業務が進められることにより，契約が正常に実行され，

関連する業務が完了する．しかし，ここに記述されていない事

態が発生した場合，例外として次に挙げる契約プロセスを参照

し，問題解決プロセスの実行へと移る．

2. 2 契約プロセス

契約プロセスは，電子契約の内容を表現する．通常，契約は

文章で書かれた複数の規則により構成されるため，計算機によ

る処理に適するようそれぞれの規則の記述内容を，規則が適用

される状況，当事者に与えられる権利，義務といった要素に分

割し，それらの要素を situation, right, obligationといったステレ

オタイプを付与されたアクティビティとして記述する．要素間

の依存関係は制御フローにより記述され，規則の内容によって

は条件分岐や並行分岐を含むこともある．以後，契約プロセス

中のアクティビティを，ステレオタイプ名を合わせて situation

ノード（アクティビティ），obligationノード（アクティビティ），

rightノード（アクティビティ）と呼ぶことがある．図 1は，「買

主は商品の受け取り後，代金を支払う」という規則を表現する

契約プロセスの例である．

図 1 契約プロセスの例

2. 3 問題解決プロセス

問題解決プロセスでは，当事者間の議論や交渉を行う．例外

発生時には，契約プロセスを参照し，当事者間の協議により現

在の状況に対応する契約事項を定め，それに基づいた解決策を

選択する．ここで選択された解決策は，ワークフローの変更と

して表現される．

2. 4 プロセス間の関係

上記のプロセス，及びその要素間の意味的な関係は意味的リ

ンクにより記述される．意味的リンクは，意味的に関係のある

要素間を結ぶオブジェクトフローとして表現され，要素間の関

係の意味を表すステレオタイプをもつ．意味を表すステレオタ

イプには以下のようなものがある．また，以下に挙げるステレ

オタイプをもつ意味的リンクは，いずれもワークフローから契

約プロセスへ向けて張られていなければならない．

establishes ワークフロー中のアクティビティの実行が，契約

プロセスに記述された状況（situationステレオタイプをもつア

クティビティ）を成立させている．このステレオタイプをもつ

リンクは situationノードに対してのみ張ることが許される．以

後，このようなリンクを establishesリンクと呼ぶ．

executes ワークフロー中のアクティビティの実行により，契

約プロセスに記述された権利や義務（right, obligationステレオ

タイプをもつアクティビティ）を実行している．このステレオ

タイプをもつリンクは，right, obligationノードのいずれかに対

して張られていなければならない．以後，このようなリンクを

executesリンクと呼ぶ．

3. ワークフローによる契約実行監視可能性

電子契約の実行監視は，その契約に従って業務を行うワーク

フローの実行状態を監視することにより実現される．そのため

には，ワークフローと契約プロセスの間に適切な意味的リンク



が張られている必要がある．ここでは，電子契約の実行監視を

可能にするために必要なワークフロー，契約プロセス，及び意

味的リンクの満たすべき条件を定義する．さらに，それに基づ

きワークフローの規則に対する無条件遵守可能性，条件付遵守

可能性，実行監視可能性といった性質を定義する．

ここで，例として次の規則 A を考える．規則 A を契約プロ

セスとして表現したものが図 2である．

「商品検査の完了後，売主は信頼できる検査機関による検査

が行われた証拠を買主に示し，不良品率が 30%を超えていたな

らば商品の代金を規定に従って割り引いて請求しなければなら

ない．不良品率がそれ以下の場合は正規の料金を請求しなけれ

ばならない．」

S（situation ノード）:

検査完了．

O1（obligation ノード）:

Seller:信頼できる検査機関による

検査の証拠を提示．

O2（obligation ノード）:

Seller:割引料金を請求．

O3（obligation ノード）:

Seller:通常料金を請求．

条件 X（条件分岐ノード）:

不良品率が 30%を超えているか ?

図 2 規則 A を表す契約プロセス PCA

3. 1 ワークフロー，契約プロセスにおけるノード集合の定義

ワークフローと契約プロセスはともに UML のアクティビ

ティ図により記述される．これらはアクティビティ状態や条件

分岐，並行分岐といったノードと状態遷移を表す枝により構成

される有向グラフと見なすことができる．そこで，ワークフ

ローをノード集合 VW と遷移枝集合 EW からなる有向グラフ

PW (VW , EW ) と定義する．ノード集合 VW には開始状態 sw，

終了状態 FW が必ず含まれる．

同様に，契約プロセスをノード集合 VC と遷移枝集合 EC か

らなる有向グラフ PC(VC , EC)と定義する．

ノード集合 VC は，それぞれ sitation, right, obligationノード

から成る状況ノード集合 VS，権利ノード集合 VR，義務ノード

集合 VO，さらに条件分岐，並行分岐ノード，開始状態 sc,終了

状態 FC により構成される．

次に，契約プロセスから生成されるインスタンスに含まれる

ノードを，各ノードのもつステレオタイプに基づいて分類する．

ある契約プロセスのインスタンスが生成され，開始状態から

終了状態に到達しているならば，そのインスタンスは契約プロ

セス中の条件判断により決定される．そこで，ある契約プロセ

ス中に含まれる条件分岐ノードに記述されている条件 CC が成

立しているときに生成された契約プロセス PC のインスタンス

を IC(VIc(CC), EIc(CC))とする．VIc(CC), EIc(CC)はそれぞ

れインスタンス中のノードの集合と遷移枝集合である．

このように IC は契約プロセスに条件分岐が含まれる場合はそ

の条件判断によって決定されるので，VIc(CC)に含まれる obli-

gation, rightノードの集合を，条件付義務ノード集合 VIo(CC)，

条件付権利ノード集合 VIr(CC)として次の（1），（2）により定

義する．

VIo(CC)≡VIc(CC)∩VO (1)

VIr(CC)≡VIc(CC)∩VR (2)

図 2の契約プロセス PCA の条件 X の下で生成されるインスタ

ンスに対する条件付義務ノード集合は図 3のようになり，（1）

により確かにある条件下で生成されるインスタンスに含まれる

obligationノードの集合（条件付義務ノード集合）を求めるこ

とができる．

• VO = {O1, O2, O3}
• VIc(X) = {S, O1, O2}
• VIc(¬X) = {S, O1, O3}

（1）より

• VIo(X) = {O1, O2}
• VIo(¬X) = {O1, O3}

図 3 PCA の条件 X 成立時のインスタンスと（1）式の適用例

さらに，これらの契約プロセス中のノードへの意味的リンク

をもつワークフロー中のノード集合を，意味的リンクと契約プ

ロセス中のノードのもつステレオタイプに応じて定義する．

契約プロセス中の situationノード vs∈VC への establishesリ

ンクをもつ，すなわち規則を適用すべき状況を成立させるノー

ドの集合を，状況適用ノード集合 Vest として（3）により定義

する．

Vest≡{v|v〈〈establishes〉〉vs, v∈VW } (3)

また，obligationノード vo∈VC への executesリンクをもつ，す

なわち vo に記述された義務を実行するノードの集合を義務実

行ノード集合 Vexeo として（4）により定義する．

Vexeo(vo)≡{v|v〈〈executes〉〉vo, v∈VW } (4)

同様に，rightノード vr∈VC への executesリンクをもつ，すな

わち vo に記述された権利を実行するノードの集合を権利実行

ノード集合 Vexer として（5）により定義する．

Vexer(vr)≡{v|v〈〈executes〉〉vr, v∈VW } (5)

3. 2 契約実行状態の表現

電子契約は，当事者が契約を構成するそれぞれの規則に従っ

て一連の業務を行うことにより実行される．したがって，電子

契約の実行状態を表現するためには，個々の規則の実行状態を

表現することが必要である．

ここでは，ある規則を遵守して業務が実行される際に，ワー

クフローと契約プロセスのインスタンス間に張られる意味的リ

ンクの満たすべき条件として，規則の実行状態を定義する．

ある規則 C が遵守されている状態とは，一般的に以下の条

件 1が成立しているときに条件 2も成立している状態である．



（1） C を適用すべき状況が成立している（状況の成立）．

（2） C により定められている義務に対応する業務が正しく

実行されている（義務の実行）．

状況の成立や義務の実行はワークフロープロセスから契約

プロセスへの establishesおよび executesリンクとして表現され

る．よって，規則 C が遵守されている状態は，規則 C を表現

する契約プロセス PC(VC , EC)から条件 CC の下で生成された

インスタンス IC(VIc(CC), EIC(CC))に対して張られる以下の

ような意味的リンクにより表現される．

（1） situationノード vs∈VC に対して establishesリンクが

張られている（状況の成立）．

（2） 任意の obligationノード vo∈VIo(CC)に対して executes

リンクが張られている（義務の実行）．

このようなリンクを張られているインスタンス IC の例が図

4である．IC へのリンクをもつのは売主のワークフローインス

タンスである．

S（situation ノード）: 検査完了

O1（obligation ノード）:

Seller:信頼できる検査機関による

検査の証拠を提示．

O2（obligation ノード）:

Seller:割引料金を請求．

条件 X（条件分岐ノード）:

不良品率が 30%を超えているか ?

W0: 検査実行．

W1: 検査証明書発送．

W2: 割引料金を請求する．

図 4 規則 A を遵守するワークフローと契約プロセスインスタンス

逆に，インスタンス IC に対してこのようなリンクが張られ

ているならば，規則 C が遵守されているといえる．

つまり，あるワークフローの実行により規則 C が遵守されて

いるならば，上記のような意味的リンクがその実行により生成

されたワークフローインスタンスから IC に対して張られてい

なければならない．

電子商取引に関わる契約は，主に売主と買主といった２者間

で結ばれることが主であると考えられる．よって，以降の議論

では，２つの異なるワークフローにより契約が実行されること

を想定する．

そこで，契約を実行するためのワークフローをPW (VW , EW ),

P ′
W (V ′

W , E′
W ) とする．それぞれの実行により，あるインスタ

ンス IW (VIw, EIw), I ′
W (V ′

Iw, E′
Iw)が生成されたとする．

このとき，これらのワークフロー PW , P ′
W の実行により規

則 C が遵守されているならば，ワークフローインスタンスの

ノード集合 VIw, V ′
Iw と契約プロセスインスタンス IC(VIc, EIc)

に対応する状況適用ノード集合 Vest，条件付義務ノード集合

VIo(CC) に含まれる vo に対応する義務実行集合 Vexeo(vo) の

関係は以下のようになる．

Vest∩(VIw∪V ′
Iw) |=∅ (6)

∀vo∈VIo(CC), Vexeo(vo)∩(VIw∪V ′
Iw) |=∅ (7)

（6）式はインスタンス IW , I ′
W による規則の適用状況の成立

（条件 1）に，（7）式はインスタンス IW , I ′
W による規則の遵守

に必要なすべての義務の実行（条件 2）にそれぞれ対応する．

図 4において，W0∈Vest, W1∈Vexeo(O1), W2∈Vexeo(O2)で

あることから，W0, W1, W2を含むワークフローインスタンス

と契約プロセスは（6），（7）を満たしている．

3. 3 無条件遵守可能ワークフロー

ワークフロープロセス PW , P ′
W の開始状態から終了状態へ

到達するインスタンスの任意の組が規則 C に違反しないとき，

PW , P ′
W を規則 C に対する無条件遵守可能ワークフローとす

る．このとき，ワークフロー PW , P ′
W の任意の終了状態へ到達

するインスタンスの組に対して以下の条件 1, 2のいずれか一方

が成り立つ．また，実行が終了して開始状態から終了状態へ到

達したインスタンスを以後「正常なインスタンス」と呼ぶ．

（1） 正常なインスタンスの組により規則が遵守される．

（2） 規則が適用されるべき状況ではない．

条件 1が成り立つのは，ワークフローと契約プロセスのイン

スタンスのノード集合が（6），（7）式を満たす場合である．ま

た，条件 2が満たされるとき，次式が成り立つ．

Vest∩(VIw∪V ′
Iw) = ∅ (8)

よって，ワークフロー PW , P ′
W が規則 C に対する無条件遵守

可能ワークフローであるための必要十分条件は以下のようにな

る．また，この条件を規則に対するワークフローの無条件遵守

可能性とする．ここで，IW , I ′
W はそれぞれ PW , P ′

W の正常な

インスタンスである．

無条件遵守可能性

「∀IC ,∀IW ,∀I ′
W に対して，Vest∩(VIw∪V ′

Iw) = ∅ または
∀vo∈VIo, Vexeo(vo)∩(VIw∪V ′

Iw) |=∅が成り立つ．」
具体的には，規則 A に対して次の図 5のような無条件遵守可

能ワークフローが考えられる．

• S, W0, W1, W2は図 4と同じ.

• W3通常料金を請求する．

• 条件 X が成立，非成立の場合に，

いずれも規則を遵守可能．

• Cest は常に成立．

• CO(O1), Cexe(O1) は常に真

• CO(O2), Cexe(O2) = X

• CO(O3), Cexe(O3) = ¬X

• 従ってCf (O1), Cf (O2), Cf (O3)

はいずれも常に真である．

図 5 規則 A に対する無条件遵守可能ワークフロー

ワークフローが終了状態まで実行されるとき，そのインスタ

ンスは分岐条件の選択により決定される．契約プロセスのイン

スタンスも同様に条件により決定される．そこで，規則を適用

すべき状況を成立させたり義務を実行したりするノードへの遷

移条件と上で述べたワークフローの規則に対する無条件遵守可

能性の関係を以下に示す．

ここで，あるノード v1 から v2 への遷移を確定させる必要十

分条件を tr(v1, v2)と書くことにする．



規則が適用されるとき，ワークフローの正常なインスタンス

は状況適用ノード集合 Vest に含まれるいずれかのノードに到

達するので，規則が適用される必要十分条件 Cest は以下のよ

うに書ける．

Cest =
∨

v∈Vest

tr(sw, v) (9)

Cest が成立するときに生成されるワークフローの正常なインス

タンス IW , I ′
W のいずれか一方は必ず状況適用ノード集合に含

まれるノードを含むので，Vest∩(VIw∪V ′
Iw) |=∅となる．

また，契約プロセス中のある obligationノード vo に記述され

ている義務が実際に発生するのは vo が条件付義務ノード集合

VIo に含まれるときである．従って，義務が発生する必要十分

条件 CO(vo)は以下のように書ける．

Co(vo) = tr(sc, vo) (10)

CO(vo)が成立するときに生成される契約プロセスのインスタ

ンス IC に対する条件付義務ノード集合 VIo は必ず vo を含む．

よってこのとき vo∈VIo である．

さらに，発生した義務 vo が実行されるとき，vo に対する条

件付義務実行ノード集合 Vexeo(vo)に含まれるいずれかのノー

ドにワークフローのインスタンスが到達しなければならないの

で，vo に記述されている義務が実行されるための必要十分条件

Cexe は以下のように書ける．

Cexe(vo) =
∨

v∈Vexeo(vo)

tr(sw, v) (11)

Cexe(vo)の下で生成されるワークフローの正常なインスタンス

IW , I ′
W のいずれか一方は条件実行ノード集合に含まれるノー

ドを必ず含むので，Vexeo(vo)∩(VIw∪V ′
Iw) |=∅が成り立つ．

規則を遵守するために義務を実行することが必要になるのは，

規則が適用されていてさらに義務が発生している場合である．

つまり，「（規則の適用かつ義務の発生）⇒（義務の実行）」とい
う関係が成立しているとき規則は遵守される．

よって，ある obligationノード vo の実行に関して規則に違反

しないための必要十分条件 Cf (vo) は，規則の適用条件 Cest，

義務の発生条件 CO(vo)，発生した義務の実行条件 Cexe(vo)を

用いて以下のように書ける．

Cf (vo) = ¬Cest∨¬CO(vo)∨Cexe(vo) (12)

ワークフローの任意の正常なインスタンスにより規則が遵守さ

れるならば，契約プロセス中の任意の obligationノードについ

て上の条件 Cf (vo)が満たされなければならない．逆に，任意

の条件判断の組に対して Cf (vo)が真であるならば，与えられ

たワークフローの組は規則を無条件遵守可能である．

よって，上記の無条件遵守可能ワークフローは，正常に実行

されるならば任意の条件下で規則を遵守する．

3. 4 条件付遵守可能ワークフロー

ワークフロープロセス PW , P ′
W の少なくとも一つの正常なイ

ンスタンスの組が規則 C に違反しないとき，PW , P ′
W を規則

C に対する条件付遵守可能ワークフローと呼ぶ．これは規則に

違反しないようなインスタンスの組を少なくとも一つ生成する

ことが可能なワークフローであり，以下のような条件を満たす．

これを規則に対するワークフローの条件付遵守可能性とする．

条件付遵守可能性

「∃IC ,∃(IW , I ′
W ) に対して Vest∩(VIw∪V ′

Iw) = ∅ または
∀vo∈VIo, Vexeo(vo)∩(VIw∪V ′

Iw) |=∅が成り立つ．」
これは，少なくとも一つの IC に対応する条件付義務ノード

集合 VIo に含まれるすべての vo に対して Cf (vo)が成り立つよ

うな条件の組が存在すれば，そのような条件の組を満たすワー

クフローのインスタンスによってのみ規則 C が遵守されると

いうことを示している．

このような条件付遵守可能ワークフローは，その正常な実行

によりある特定の条件が成立している場合に限って規則を遵守

するものである．

規則 A に対する条件付遵守可能ワークフローは次の図 6の

ようなものが考えられる．

• 図 4と同じ S, W0, W1, W2.

• 条件 X が成立の場合のみ遵

守可能．

• Cest は常に成立．

• CO(O1), Cexe(O1) は常に

真

• CO(O2) = X，Cexe(O2)は

常に真

• CO(O3) = ¬X，Cexe(O3)

は Vexeo(O3) = ∅ より常に偽．
• Cf (O3) が条件 X の不成立

時に偽となるため，このとき規則に

違反したままワークフローが実行さ

れる．

図 6 規則 A に対する条件付遵守可能ワークフロー

3. 5 実行監視可能ワークフロー

電子契約の実行状態はワークフローの実行状態を通して監視

されるが，実行監視はワークフローの実行開始から終了まで行

われる．アクティビティの失敗などの要因によりワークフロー

の実行が停止した場合，ワークフローと契約プロセスの間に張

られているリンクを参照することで，停止の影響を受ける規則

を検出する．その結果，停止により引き起こされる契約違反の

予測が可能となる．

しかし，規則違反時にワークフローの実行が停止しなかった

ならば，当事者は契約違反の発生を検出することなくワークフ

ローに従った業務の実行をそのまま継続することになるので，

契約違反に伴って生じる問題の早期解決が困難になる．

このような状況は，規則に対して条件付遵守可能性を満たす

ワークフローにおいて発生する．なぜなら，条件付遵守可能

ワークフローには規則を遵守しないようにその実行を進められ

る条件の組み合わせが存在するからである．

そこで，violation状態への遷移を加えることで，次のような

実行監視可能ワークフローを定義することができる．ワークフ

ロー PW , P ′
W と契約プロセス PC のインスタンスのノード間に



次のような関係が成り立つ．

実行監視可能性

「∃IC ,∃(IW , I ′
W )に対して Vest∩(VIw∪V ′

Iw) |=∅かつ ∃vo∈VIo,

Vexeo(vo)∩(VIw∪V ′
Iw) = ∅ならば，IW ,I ′

W はそれぞれ violation

状態へ遷移する．このような条件が成立しないインスタンス

IW , I ′
W は規則に違反しないので，正常に終了状態へ遷移する．」

このような条件が成り立つとき，ワークフローは規則に対し

て実行監視可能である．実行監視可能ワークフローのインスタ

ンスは，規則に違反する場合は violation状態へ遷移する．つま

り，Cf (vo)が成立しないような条件の下で生成されるインスタ

ンスは正常な終了状態 FW へは遷移せず，violation状態へ遷移

する．

規則 A に対する実行監視可能ワークフローは次の図 7のよ

うなものが考えられる．

• 図 4と同じ S, W0, W1, W2.

• 条件 X が成立の場合のみ遵

守可能．

• 規則適用条件，義務発生条

件，義務実行条件は図 6と同じ，

• Cf (O3) が条件 X の不成立

時に偽となるが，このときワークフ

ローの実行は必ず violation状態へ

遷移する．

図 7 規則 A に対する実行監視可能ワークフロー

4. ワークフローの変換

3. 3節で述べた無条件遵守可能性を契約中のすべての規則に

対して満たすようなワークフローを事前に設計することは困難

である．これは，そのようなワークフローを設計するためには

事前に詳細な契約規則に含まれる条件判断等をすべてワークフ

ローに正確に反映することが必要となるからである，そこで，

ワークフローと契約プロセスの対応付けに基づいて以下の性質

を満たすようにワークフローを変更する．

条件判断による違反の検出 ワークフローの実行時に，規則の

遵守を不可能にするような条件が選択された場合は実行を停止

して契約違反を検出する．

契約相手の違反の検出 契約相手の義務の不履行により生じる

契約違反を検出する．

契約規則中の条件判断がワークフローに正確に反映されてい

なかったり，契約相手の業務の実行状態を確認するプロセスが

ワークフローに含まれていなかったりする場合に，これらの性

質を満たすように変更を加えることで，ワークフローは 3. 5節

で述べた規則に対する実行監視可能性を満たすようになる．

次に，それぞれの性質を満たすようなワークフローの変換手

法について述べる．そして，変換後のワークフローを用いた契

約実行状態の監視について説明する．

4. 1 条件分岐の追加

ある契約プロセス PC(VC , EC)と，それを実行するワークフ

ロー PW (VW , EW ), P ′
W (V ′

W , E′
W )が与えられたときに，ワー

クフローに対して次のような手順でワークフローを追加する．

条件分岐追加手続き

（1） VW の各ノード v に対して，開始状態 sw から到達す

ることのできるすべての経路を探索し，遷移条件 tr(sw, v) を

求める．

（2） 同様にして, VO（VO：PC に対する義務ノード集合）

の各ノード vo に対する遷移条件，すなわち義務発生条件 CO

を求める．

（3） establishesリンクから PC に対する状況適用ノード集

合 Vest を求め，これより 1で求めた遷移条件から規則の適用

条件 Cest を求める．

（4） VO の各ノード vo に対して，（4a）から（4c）を適用

する．

（a） vo に対する義務実行ノード集合 Vexeo を executesリ

ンクから求め，これより 1で求めた遷移条件から義務実行条件

Cexe(vo)を求める．

（b） Cf (vo) = ¬Cest∨¬CO∨Cexe(vo)を求める．

（ c） Cf (vo)が不成立のとき，Cexe(vo)も必ず不成立であ

る．そこで，Cexe(vo)が成立しないようなすべての遷移枝に対

して，次のような条件分岐を追加する．

「¬Cest∨¬CO が成立するならば次のノードへ，成立しないな

らば violation状態へ遷移する．」

ただし Cf (vo)が常に成立するならば変更を行わない.

上記手続きにより，契約プロセス中のすべての obligationノー

ド vo に対して，条件 Cf (vo)が成立する場合にはワークフロー

の正常な実行が可能になり，不成立の場合にはワークフローの

インスタンスは violation状態に遷移するようになる．よって，

この手続きは 3. 4節で示した条件付遵守可能ワークフローを

3. 5節で示した実行監視可能ワークフローへと変更する．

また，この手続きによる変更が不要なワークフローは，任意

の obligationノード vo に対して Cf (vo)が常に成り立っている

ので，無条件遵守可能ワークフローである．

上記の条件分岐追加手続きの適用が必要となるのは，以下の

ように条件分岐が存在する場合である．いずれの場合も義務適

用条件 Cest の成立を仮定している．

（1） ワークフローが条件分岐を含む

（2） 契約プロセスが条件分岐を含む

（3） ワークフロー，契約プロセスともに条件分岐を含む

それぞれの場合について，obligationノード O1, O2 をもつ

契約プロセスと，O1, O2に対して executesリンクを張るアク

ティビティW1, W2をもつワークフローを例として変換手法の

適用方法を示す．

（1）の場合，図 8のようなワークフローと契約プロセスの

例を考える．義務 O1 に対して，義務発生条件が常に成り立

ち，義務実行条件 Cexe(O1) = X であるから，Cf = X とな

る．よって，X が不成立の場合の遷移枝に条件分岐を追加す

る．しかし，Cest, CO ともに常に成立するので手続き（4c）に

示した分岐条件は常に成立しない．よって，次の図 9のように

violation状態への遷移を追加する．

（2）の場合，図 10のようなワークフローと契約プロセ



図 8 （1）の例（変更前） 図 9 （1）の例（変更後）

スの例を考える．義務発生条件はそれぞれ CO(O1) = X,

CO(O2) = ¬X，義務実行条件 Cexe(O1) は常に成り立つが，

Cexe(O2)は常に成り立たない．よって Cf (O1)は常に成立す

るので O1に関する変更は不要である．また，Cf (O2) = X と

なるので，義務 O2に対して図 11のようになる．

図 10 （2）の例（変更前） 図 11 （2）の例（変更後）

（3）の場合，（1）,（2）を合わせた形の図 12のようなワー

クフローと契約プロセスの例を考える．このとき，義務発生

条件はそれぞれ CO(O1) = Y , CO(O2) = ¬Y，義務実行条

件は Cexe(O1) = X, Cexe(O2) = ¬X となる．よって，そ

れぞれの義務に違反しないための条件は Cf (O1) = ¬Y ∨X,

Cf (O2) = Y ∨¬X となる．従って義務 O1 については ¬X

の成立（Cexe(O1) の不成立）により遷移する枝に Y の成立

（CO(O1)の不成立）により violation状態へ遷移する条件分岐

を追加する．同様に，義務 O2についてはX の成立により遷移

する枝に ¬Y が成立するときに violation状態へ遷移する条件分

岐を追加する．よって，変更後のワークフローは図 13のよう

になる．

図 12 （3）の例（変更前） 図 13 （3）の例（変更後）

変更後のワークフローでは，そのインスタンスが規則に違反

するような条件が選択されたとき，violationアクティビティに

遷移することで違反を検出できる．そのため，ワークフローの

実行が正常に終了状態に到達するときは規則が遵守される．

ただし，ここで示したワークフローの変更例は，規則を適用

する状況の成立が条件付きである場合，すなわち，契約プロ

セスの situationノードに対して establishesリンクを張るアク

ティビティが条件分岐中にある場合を考慮していない．これは，

Cest が常に成立すると仮定したことによる．

4. 2 確認プロセスの追加

契約プロセス中に義務 O1,O2が並列して存在する場合，一

方の義務を実行しても，もう片方の義務が実行されないと規則

が遵守されない．そのため，自分だけが義務を実行して規則の

不履行を知らずにそのまま業務を進めてしまうことが考えられ

る．そこで，もう一方の義務の実行状態について契約相手に問

い合わせを行うプロセスを追加することにより，そのような事

態の発生を防ぐ．この問い合わせは相手のワークフローに対し

て行われ，それに対して相手のワークフローから実行状態を示

す返答が出力され，この返答を常に信頼するものとする．

契約プロセス PC 中にワークフロー PW により実行される

obligationノード vo1 とワークフロー P ′
W により実行される

obligationノード vo2 が並行して存在したとする．このとき，以

下の手順によりワークフローに確認プロセスを追加する．

確認プロセス追加手続き

（1） Vexeo(vo1)の各ノード v1の後に，問い合わせ処理を追

加する．問い合わせ処理は，少なくとも１つの v2∈Vexeo(vo2)

の実行を確認するプロセスと，その問い合わせの結果により実

行が確認されたならば次のノードへ，実行が確認されない場合

は violation状態へ遷移するような条件分岐をからなる．

（2） 同様に Vexeo(vo2)の各ノード v2 の後に，問い合わせ

処理を追加．

契約プロセスで義務が並列しているとき，一方の義務の実行

完了と同時に他方の義務の完了も要求されているため，義務の

実行条件は他方の義務も同時に実行される条件を含む．

義務 vo1 の実行条件 Cexe(vo1) は（11）式によりワークフ

ロー PW における義務実行ノード集合 Vexeo(vo1) に含まれる

ノードへの遷移条件から求められる．しかし，この義務実行条

件 Cexe(vo1)は，並列して実行されなければならない義務の存

在を考慮していない点で不完全な条件である．この点を並列す

る義務の実行の確認により補うことで，ワークフローが正常に

実行される際の義務実行条件を完全なものとしている．

このようなワークフローと契約プロセスの例が図 14である．

ワークフローにより義務O1を実行しても，O2が実行されなけ

ればこの規則は遵守されないが，その場合もワークフロー（１）

はそのまま実行を続けることが可能である．そこで，図 15の

ようにワークフロー（１）を変更する．ワークフロー（２）に

ついても同様の変更を行うものとする．

契約相手が義務を実行しないとき，変更後のワークフローで

は，問い合わせの結果に従って violation状態に実行が到達し，

規則違反を検出する．

4. 3 変換後のワークフローによる契約実行監視

上記の二つの手法により，規則に違反して実行されれうる条

件付遵守可能ワークフローを，規則違反の発生条件の成立を検

出可能な実行監視可能ワークフローへと変換することができる．

変更後のワークフローの実行により規則は遵守されるため，そ



図 14 並行する義務とワークフロー

図 15 変更後のワークフロー（１）

の停止時のみ規則を確認して違反の内容を確認すればよい．

これらの手法によりワークフローの実行を監視することが可

能にならない例として，次のような状況が考えられる．

図 16のように並行する義務が存在するもの以外で実行に複

数の当事者が関与するような契約プロセスが存在する場合には，

ワークフローにここで述べた変換手法を適用してその実行を監

視することはできない．

図 16は，4. 1節の（1）の例であり，この契約プロセスに対

して実行監視可能なワークフローである．ただし，規則の適用

状況を成立させるアクティビティと義務を実行するアクティビ

ティが別々のワークフローに存在している．そのため，W1が

の不実行による規則違反はワークフロー（１）においては検出

されるが，ワークフロー（２）においては検出されない．

このようなワークフローにも並行する義務が存在する場合と

同様に確認プロセスを追加することが考えられる．しかし，こ

の場合に確認プロセスを適切な位置に追加するためには，規則

が適用されてから義務が実行されるまでの間に許される猶予期

間を考慮しなければならない．従って，このような義務が並行

していない場合の契約相手による契約違反をワークフローによ

り監視することは今回の契約監視手法では扱わない．

図 16 監視が行われないワークフローの例

5. 関 連 研 究

電子契約の実行を監視する手法としては，BCL (Business Con-

tract Language)により契約を表現し，ワークフロー上で発生す

る eventを監視することで契約の実行を監視する手法が提案さ

れている [7] [9]．BCLは，当事者による契約の実行を監視する

ための言語であり，発生した eventに対して内部状態として定

められた値を変化させるためのルールとして契約規則を記述す

る．そして記述された eventの発生が検出された際に内部状態

が変化し，その結果として契約規則が遵守されているか否かを

確認する．

この手法では，発生する eventに対する状態の変化として契

約規則を記述している．これに対してWCSモデルは，ある状

況の成立時に発生する権利や義務の集合として契約規則を記述

している点である．そのため，より抽象的な規則に対して実行

の監視を行うのに適している．

6. まとめと今後の課題

本稿では，WCSモデルにおける契約実行状態の表現方法を

ワークフローと契約プロセスのもつグラフ構造に注目して定

式化した．これを基にワークフローの規則に対する無条件遵守

可能性，条件付遵守可能性，実行監視可能性といった性質を定

義した．そして，条件付遵守可能ワークフローを実行監視可能

ワークフローへと変換する手法を，契約規則に条件判断が含ま

れる場合と契約締結者間で並列して実行されるべき義務が含ま

れる場合の二つの場合に対して提案した．

今回の変換手法で扱ったのは，あらかじめワークフローと契

約プロセスの間に意味的リンクが張られている，すなわちワー

クフローに記述されている業務と規則に記されている権利や義

務との関係が事前に明示されている場合だけであり，これらの

関係が契約実行時に動的に変更される場合におけるワークフ

ローの変更を含む契約の実行監視手法を検討することが今後の

課題である．また，規則間の意味的な依存関係を考慮して契約

の実行監視に役立てる手法を検討することも今後の課題である．
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